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令和４年１０月1日㈯から
後期高齢者医療制度窓口負担が見直されます

　後期高齢者医療制度に加入している一定以上の所得がある世帯の人は、自己負担割合 3割（現役並み所得者）
の人を除き、医療費の自己負担割合が 2割になります。令和 4年度は、全ての後期高齢者医療被保険者に対して
被保険者証が 2回送付されます。被保険者証に記載の有効期限に注意してください。

■被保険者証の送付時期（予定）

１回目　７ 月末までに普通郵便で送付
被保険者証の有効期限：令和 4 年 8 月 １ 日㈪～ 9 月 ３０ 日㈮
自己負担割合：「１ 割」または「３ 割」のいずれか

２ 回目　9 月末までに普通郵便で送付
被保険者証の有効期限：令和 4 年 １０ 月 １ 日㈯～令和 ５ 年 ７ 月 ３１ 日㈪
自己負担割合：「１ 割」、「2 割」、「３ 割」のいずれか

■令和 4年 １０ 月 １ 日㈯以降の自己負担割合
　主に次の流れで判定します。

現役並み所得者（※１）に該当するか

世帯全員

3割

世帯内7５歳以上の人（※２）のうち、課税所得（※3）が
２８万円以上の人がいるか

世帯内7５歳以上の人（※２）が２人以上いるか

「年金収入（※4）+
その他の合計所得
金額（※５）」が
3２０万円以上か

「年金収入（※4）+
その他の合計所得
金額（※５）」が
２００万円以上か

該当する 該当しない

いるいない

１人だけ 2人以上

世帯全員

１割
世帯全員

２割
世帯全員

１割２割１割

未満 以上 未満 以上

 制度改正の趣旨などの質問を受け付ける
ためのコールセンターを開設しています。
詳しくは、厚生労働省コールセンターに
問い合わせてください。

問い合わせ　保険課医療年金グループ緯運9１６０

厚生労働省コールセンター

緯０１２０－００２－7１9
　　月～土曜日（日曜日・祝日を除く）　9時～１８時

※ １ 　「現役並み所得者」とは、市
町村民税の課税所得 １4５ 万円
以上で、自己負担割合「３ 割」
の人

※ 2 　「世帯内７５歳以上の人」とは、
後期高齢者医療の被保険者（６５
歳 ~７4 歳で一定の障害の状態
にあると広域連合から認定を
受けた人を含む）

※ ３ 　「課税所得」とは、所得から
地方税法上の各種控除を差し
引いた額

※ 4 　「年金収入」には、遺族年金
や障害年金は含まれません

※ ５ 　「その他の合計所得金額」と
は、事業収入や給与収入等か
ら、必要経費や給与所得控除
等を差し引いた後の金額

※ 判定に関わらず、市町村民税が非課税の世帯である場合、自己負担割合は「1 割」となります

１回目

２回目

�窓口負担割合が ２ 割となる
人には負担を抑える配慮措
置があります

・ 令和 4 年 １０ 月 １ 日㈯の施行
後 ３ 年間（令和 ７ 年 9 月 ３０
日㈫まで）は 2 割負担とな
る人の １ カ月の外来医療の
窓口負担割合の引き上げに
伴う負担増加額を ３,０００ 円
までに抑えます（入院の医
療費は対象外）。

・ 配慮措置の適用で払い戻し
となる人は、高額医療費と
して、事前に登録してある
高額医療費の口座へ後日払
い戻します。

出前トーク、やっています 問い合わせ　プロモーション戦略課緯運9１2１

※表は一部抜粋です

申込上の注意点　出前トークは、市職員が市民団体（※）の希望する場所（市
内）に行き、市の施策や事業を説明するものです。現地で市民
団体の皆さんと意見交換（対話）を行い、市民の皆さんと協働
のまちづくりを進めることを目標としています。
　参加の際は、新型コロナウイルス感染症対策への協力をお願
いします。
※市民を主たる構成員として市内でまちづくりなどに取り組む団体またはグループ

テーマ 内　容 担当課
選挙 選挙のミニ講座と模擬選挙 選挙管理委員会  

事務局
宮島水族館 瀬戸内海の自然と生きもの 宮島水族館経営課

消費生活 悪質商法などの消費者トラブルへの対処法 消費生活センター

交通安全・防犯 ・交通事故発生状況や交通ルールの遵守など
・特殊詐欺の手口や注意点など 生活環境課

地域福祉 よりよい関係づくりのために 
「個人情報保護×地域福祉活動」 健康福祉総務課

学校教育 市が進める「学校教育の取組」 学校教育課

図書館 大人のための図書館キホン講座 はつかいち市民 
図書館

防災 防災の基礎知識など 地域振興課
危機管理課

出前トークテーマは、全６３項目あります。
詳しくは、市ホームページを確認してください。▶

動画も、公開中です－ DVD貸し出しもあります－

動画一覧や DVD の貸し出し
方法などは二次元コードから
確認してください。▶

　防災や消費生活など、人気のテーマ
を市公式YouTubeで公開しています。

試験区分 採用予定
人数

主な
受験資格

受験申込書
受付期間

第 １次
試験日

消防 教養 
（高卒程度） １ 人程度

平成 ７ 年
4 月 2 日以降に 

生まれた人
７ 月 １ 日㈮ 

～ 8 月 ５ 日㈮ 9 月１8日㈰

※受験申込書は郵送（必着）または消防本部総務課まで持参してください
※詳細は、受験案内で確認してください。受験案内は、消防本部、各消防署、市役所などで配布するほか、

市ホームページにも掲載します
※実施予定であり、試験日程など変更となる場合があります

■募集要項

問い合わせ�
消防本部総務課緯運92３１廿日市市職員採用試験

令和 ５年 ４月 1日採用予定
職員採用試験
市ホームページ▶

と�　き　原則、月～金曜日（祝・休日
を除く）の 9 時～ 2１ 時の間で、１回
につき 9０ 分以内。

と�ころ　市内。会場の確保、設営およ
びそれらの経費は市民団体で負担し
てください。

対�　象　市民団体などが市内で開催し、
１０ 人以上が参加する集会または学習
会（政治、宗教、営利を目的とする
ものを除く）。

申�込方法　出前トークテーマ表から希
望するテーマを選び、市役所プロモー
ション戦略課または市ホームページ
にある申込書に必要事項を記入し、
開催希望日の１カ月前までに持参、
郵送（〒 ７３8―8５０１（住所不要）　廿
日市市役所プロモーション戦略課）、
ファクス姉荏１０５9、またはメール糸

promotion@city.hatsukaichi.lg.jp
で。




